
「地域密着型金融推進計画」における個別の取組み項目

具体的な取組み
１７年度 １８年度

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
（１）創業・新事業支援機能等の強化
  ①融資審査能力（「目利き」能
力）の向上

・「目利き」能力向上のため各種研
修に引き続き職員を派遣する。
・業種別審査体制の採用を検討
する。

・業種別審査担当者の配置につい
て全信協提供の「機能強化計画の
進捗状況とりまとめ」の内容につい
て精査、検討する。
・17年9月には奈信協「目利き力養
成研修会」に全店次長20名を派遣
予定。

・全信協「目利き力養成講座」
「企業再生支援講座」、奈信協
「目利き力養成研修会」「企業再
生セミナー」等の研修に、年間
40～50名程度を派遣する。
・業種別審査担当者の配置可否
決定に基づき審査体制の見直し
を実施する。

・全信協「企業再生支援講座」に融資強化店舗次長9名、全信協「融
資渉外講座」にビジネスマネージャー13名、奈信協「目利き力養成研
修会」に次席者56名、奈信協「企業再生セミナー」に渉外役席者等53
名、奈信協「中小企業新事業活動促進法（新連携）研修会」に部店
長または融資担当役席者･渉外担当役席者25名を派遣した。
・ 平成18年度下半期においては、信金中金「中小企業経営改善支
援実務研修」および「地域振興支援セミナー」に総合企画部次長を、
大阪銀行協会「中小企業再生支援セミナー」に財務支援室主任を派
遣した。
・業種別審査担当者の配置については、当金庫と同規模金庫で
34%、同地区内金庫で45%の金庫が業種別審査担当者を配置してい
ることが確認できた。当金庫としては、融資部内会議等で検討を重ね
ていたが結論としては、従来と同様主査3名を支店別に担当させるこ
ととした。

　目利き力養成、企業再生支援、融資渉外等の
研修には、実施スケジュールどおり派遣した。
　業種別審査担当者の配置については、人員や
事務処理の煩雑さ等の観点から従来同様の体制
で臨むこととしたが、業種特性を認識した審査が
重要度を増していることから、業種特性を確認し
つつ案件審査を行うよう強く意識統一している。

  ②起業・事業展開に資する情報
の提供

・中小企業金融公庫および国民
生活金融公庫との連絡を密にし、
案件の取組、紹介に努力する。

・中小企業金融公庫および国民生
活金融公庫との連携強化策につい
て協議、検討する。

・中小企業金融公庫および国民
生活金融公庫と連携した案件の
取組みを推進すると共にスキー
ムの改善等につき検討する。

・ 中小企業金融公庫および国民生活金融公庫と連絡を密にした案
件の紹介については、中小企業金融公庫との間で、企業再生関連の
資金につき1件導入することができた。
・中小企業金融公庫および国民生活金融公庫と連絡を密にした案件
の紹介については、18年9月に国民生活金融公庫奈良支店の課長
他の来訪を受け、引続いての連携強化方針を確認し、同月に各営業
店宛に、積極活用の事務連絡を発出した。

　現在までのところ、中小企業金融公庫奈良支店
との業務連携(再生支援)および国民生活金融公
庫奈良支店との業務連携(新規創業)に係る実績
は、僅かに再生支援関連で1件のみに留まってい
る。
　現在の各連携先の政府系金融機関としての状
況を勘案すれば、スムーズな進展は、困難とも考
えられるが、斯かる分野での取組強化には、この
業務連携を有効活用することが最も効率的である
点を再認識し、引続いて活用に努力したい。

  ③創業・新事業の成長段階に応
じた適切な支援

・「投資事業有限責任組合やまと
ベンチャー企業育成ファンド」の
活動に注目し、投資先あるいは、
投資検討先等について提案の推
進等に努力したいと考えている。

・「投資事業有限責任組合やまとベ
ンチャー企業育成ファンド」投資先
あるいは、投資検討先等について
提案推進等に引き続き努力する。

・17年度と同様 ・ 17.6.23「ものづくりクラスター協議会による『技術評価事業』説明
会」へ参加
・ 17.7.12「日本政策投資銀行の新たな取組み」に関する説明会へ参
加
・「投資事業有限責任組合やまとベンチャー企業育成ファンド」の活
動については、設立以降19年3月末までに5件、199百万円の投資実
績連絡を受けているが、内3件は、京都府下の企業で、当金庫の営
業地区外である。

　「やまとベンチャー企業育成ファンド」における
投資実績の内、当金庫取引先における投資先1
件あった。今後も、金庫取引先に対しての提案推
進が課題である。

  ④その他創業・新事業支援機能
等の強化

・産学官とのネットワークの構築・
活用を具体化させる。
・奈良県中小企業支援センターの
活用を行う。
・日本政策投資銀行との連携を検
討する。
・「産業クラスターサポート金融会
議」へ引き続き参加する。

・奈良県信用金庫協会主催で、中
小企業新事業活動促進法に基づ
く“新連携”についての説明会を開
催する予定である。
・「産業クラスターサポート会議」へ
参加
・「奈良県ものづくり産業活性化推
進協議会」への参加
・「ものづくりクラスター協議会」へ
の参加

・「産業クラスターサポート会議」
へ参加
・「奈良県ものづくり産業活性化
推進協議会」への参加
・「ものづくりクラスター協議会」
への参加

・ 17.6.9「奈良県ものづくり産業活性化推進協議会」へ参加
・ 17.7.27第５回「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」へ参加
・17.11.18奈良県信用金庫協会主催により「中小企業新事業活動促
進法（新連携）研修会」を開催する。（対象各店店長）
・17.11.24日本政策投資銀行による「ベンチャー企業向け融資」に関
する説明会出席
・17.12.19第6回「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」に出席
・18.5.18「コラボ産学官」から担当者を招き、奈良県下三信金担当者
向けの説明会を開催する。
・ 18.5.18「クラスターサポート金融会議マッチングフェアに出席する。
・ 18.5.23「新連携事業支援金融機関連絡会議」に出席する。
・ 18.6.22及び8.19近畿経済産業局とのネットワークを構築すべく、説
明会への出席と金庫来庫による打ち合わせを行う。
・18.7.26第7回「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」に出席
・19.2.26近畿経済産業局主催の「地域中小企業応援ファンド」の説
明会に出席

　平成18年度に入ってからは、「コラボ産学官」か
らの説明会開催や近畿経済産業局とのネットワー
ク作り等、新たな働きかけを行った。今後も各関
連機関との連携強化により、支援体制の強化を
図っていくこととする。
また、上記の通り政府系金融機関や外部機関と
の連携も重要であるものの、やはり本業での支援
が必要と思われ、今後は金庫独自の商品開発が
課題であると認識している。

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

1 （大和信用金庫）



具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

＜その１＞取引先企業に対する
経営相談・支援機能の強化
○中小企業に対するコンサルティ
ング機能、経営相談・支援機能お
よび情報提供機能の一層の強化

これまでと同様、取引先企業に対
するビジネス情報及び異業種交
流の機会を提供する等の経営支
援サービスを、積極的に展開す
る。

・ＹＢＣ（やましんビジネスクラブ）会
員及び取引先企業を対象とした税
務・財務・経営等のセミナーを、年
３回以上、視察研修会を、年1回以
上実施する。
・毎年12月に経済見通しをテーマ
とする講演会を実施する。
・中小企業基盤整備機構、ＴＫＣ全
国会、株式会社ベンチャーリンク等
の外部機関とタイアップし、顧客及
び金庫職員のセミナーを実施する
とともに、取引先企業に対する個社
別・業種別の経営課題解決策を提
供するサービスの導入を検討す
る。
・ＴＫＣ金融保証制度（ＴＫＫ）の利
用促進を図る。
・当金庫ホームページ及び金庫情
報誌を活用した広告により、「しん
きんビジネス・マッチングサービス」
への企業登録数の増加に努め、登
録企業相互間の取引活性化を図
る。

・17年度と同様 ＜平成17年度＞
・やましん景況レポート　4回発行
・ベンチャーリンク社講師によるビジネスセミナー（新入社員研修）実
施　参加者29名
・中小企業基盤整備機構との共催によるビジネスセミナー（会計啓
発・普及セミナー）実施　　参加者29名
・税務・法律等の合同相談会実施　　参加者14名
・17.11.8～9：東京ビジネスサミット視察研修実施　参加者8名
・ＴＫＣ税理士によるビジネスセミナー（新会社法）実施　参加者28名
・年末経済講演会実施（テーマ　どうなる２００６年の日本経済）　参加
者323名
・毎月：税務、法律、年金の巡回相談会実施　延べ申込者　税務13
名　法律16名　年金2名
＜平成18年度＞
・奈良3店舗経営セミナー　計3回実施　参加者延べ88名
・ベンチャーリンク社講師によるビジネスセミナー2（新入社員研修）
（経営戦略転換セミナー）実施　参加者計43名
・やましん景況レポート　4回発行
・Ｎｉｃｅ　Ｄａｙｓ　Ｎｏ．35発行
・18.11.13～14：東京ビジネスサミット視察研修実施　参加者9名
・年末経済講演会実施（テーマ世界潮流と日本の進路―2007年への
展望）　参加者274名
・19.3.6：近畿地区産業クラスターサポート金融会議主催による「第3
回ビジネスマッチングフェア」に参加
・毎月：税務、法律、年金・資産運用の巡回相談会実施　延べ申込者
税務17名　法律33名　年金27名　資産運用相談74名

　平成19年3月までの実施スケジュールは、概ね
計画通り消化できたと自己評価する。
　ただし、平成18年11月に予定していたビジネス
セミナーが実施できなかったことが反省点である。
当面の課題は、ここ数年取り組んでいる取引先企
業への支援施策を継続することと、以前に一部の
店舗で実施した「経営セミナー」による情報提供
サービスを、同じ店舗で手法を変えて行うととも
に、他の店舗でも新たに同様の情報提供サービ
スを提供できるよう計画・実施する態勢を整えるこ
とである。

＜その２＞要注意先債権等の健
全債権化等に向けた取組みの強
化
○キャッシュフローのモニタリング
強化等による不良債権の新規発
生防止の各種取組みの強化、お
よびその他要注意先債権等の健
全債権化に向けた各種取組みの
強化

・要注意債権等の健全債権化の
為、経営改善の必要のある債務
者企業に対し、｢融資部 財務支援
室｣および｢営業店｣が一体となり、
必要な経営改善支援を行う。
・経営改善計画書策定完了企業
に対しては、その進捗を定期的に
モニタリングし、不良債権の新規
発生防止に繋げる。
・〈数値目標等〉
　　経営改善支援取組先数（名寄
せ後先数）
　　17年度、新規取組先数 19先
以上
　　18年度、新規取組先数 19先
以上
　
　

・財務支援室と営業店との協議に
より、経営改善支援対象先を選定
する。
・支援対象先は、その内容により、
「財務支援室と営業店の共同支援
先」と「営業店単独支援先」に区分
し、「営業店単独支援先について
は、財務支援室が適時フォローす
ることで、対象先の拡大・営業店担
当者のスキル向上に繋げる。
・活動に際しては、中小企業支援
センター等、公的支援機関の機能
活用、および政府系金融機関（中
小公庫等）との連携について都度
検討する。
・経営改善計画書策定完了先につ
いては、定期的に進捗をフォロー
する。
・職員のスキル向上の観点から、引
き続き各種研修会へ継続的に派遣
する。
・営業店支援担当者を対象として、
事例研修を実施する。
・取組の実績について、検証すると
ともに営業店の業績評価を行う。

・17年度と同様 ・平成17年度については、財務支援対象先として19先（名寄せ後先
数）を選定し、内5先を「財務支援室と営業店との共同支援先」、14先
を「営業店単独支援先」に区分し、過年度の継続支援先を含めた支
援対象先合計は40先（名寄せ後先数）となった。
・平成18年3月末時点では、上記、40先の内9先について経営改善計
画書の策定を完了し、７先について計画書策定段階まで進めた。
・計画書策定完了先については、改善の進捗管理（モニタリング）を
実施している。
・活動実績については、平成18年3月末時点で７先のランクアップが
図れた。
　
・平成18年度については、財務支援対象先として19先（名寄後先数）
を選定し、過年度の継続支援先を含めた支援対象先合計は44先（名
寄せ後）となった。
・平成19年3月末時点では、上記44先の内6先について経営改善計
画書の策定を完了し、4先について計画書策定段階まで進めた。
・活動実績については、平成19年3月末時点で2先のランクアップが
図れ、推進期間中の2年間で9先（名寄せ後）のラックアップが図れ
た。

公的支援機関、政府系金融機関との連携実績は下記の通りであっ
た。
　中小企業金融公庫＝企業再建資金の導入（１先）、導入打診（２
先）、企業再生を中心とした公庫制度説明会を開催
　　県中小企業支援センター＝専門家派遣（３先）、経営革新承認申
請取次（１先）、設備リース導入（１先）
・職員のスキル向上関連の施策として下記を実施した。
　　企業再生支援関連、目利力養成講座　延べ80名派遣
　　支援担当者を対象に事例研修会を開催　参加者126名
・中小企業診断士等の資格取得を励行してきた結果、推進期間中に
おいて2名が中小企業診断士の資格を取得した。

　・ 財務支援先の選定対象を債務者区分｢要注
意先（または要管理先）｣に限定していたため、選
定後、効果的な支援活動ができないなどの不具
合が発生することがあった。今後は｢正常先｣｢破
綻懸念先｣も含めた、真に効果が見込める事業先
に対して、多様な支援ツールを使った経営改善
指導を行っていく方針である。
・支援担当者のスキル向上が課題であると認識し
ており、上記記載活動を継続することでこれが解
決を図って行く方針である。

2 （大和信用金庫）



具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

＜その３＞健全債権化等の強化
に関する実績の公表等
○要注意先債権等の健全債権化
等の強化に関する実績（体制整
備状況、経営改善支援取組み先
数、経営改善による債務者区分
のランクアップ先数等)の公表お
よび公表内容の拡充

・左記活動実績について、ディス
クロージャー誌およびホームペー
ジ等で公表するとともに公表内容
の拡充を図る。
・経営改善支援取組み先数、ラン
クアップ先数、ランクアップの要因
等の活動実績の公表を行う。

・取組の実績について、ディスク
ロージャー誌等で公表する。

・17年度と同様 ・ 17年8月に策定した「地域密着型金融推進計画」においても、過去
の実績としての財務支援活動による債務者区分のランクアップ実績を
掲載し、ホームページ上に掲載した。
・17年度の実績については、アクションプログラムに基づく個別の取
組みの進捗状況として、ディスクロージャー誌及びホームぺージ上に
公表した。
・18年5月、ホームぺージ上において、17年度におけるランクアップ等
の活動実績と具体的活動内容を公表した。
・ 18.12発刊の中間期ディスクロージャー誌に「地域密着型金融推進
計画」の進捗状況を掲載しており、その中で財務支援活動による債務
者区分のランクアップに向けた取組み状況を掲載した。

　引き続き、財務支援活動による債務者区分のラ
ンクアップ実績について、ディスクロージャー誌及
び金庫ホームページ上に掲載していくこととする。

（３）事業再生に向けた積極的取組み
　○事業再生に向けた積極的取
組み
再生ノウハウの共有化を図るとと
もに、中小企業の過剰債務の解
消や社会のニーズの変化に対応
した事業の再構築など、事業再
生に向けた積極的取組みを行う。

地域経済の活性化のために、事
業再生に向けた取組みの効果
的・効率的実施による具体的な成
果の実現の必要性は十分認識し
ていることから、左記の「現状」に
おける課題はあるものの、今後も
引き続き検討を加えていく。

事業再生に向けた外部機関の活
用や、事業再生機能や手法・支援
融資の情報収集・検討を行い、事
例に応じて対応していく。

・17年度と同様 ・17.6.16第２回ＤＤＳ・ＤＥＳ等導入検討委員会開催
・個別に適用支援先の分析を行うも、適用妥当先には該当しないとの
結論となる。
・18.2.15第4回ＤＤＳ・ＤＥＳ等導入検討委員会開催（第3回について
は、個別案件資料の回覧のみ）、導入検討委員会のスタンスの確認
および個別案件の協議を行うとともに、「事務取扱規定」および「事務
取扱要領」の策定に取組むこととする。
・18.5～18.9にかけてＤＤＳ・ＤＥＳ等導入検討委員会を都合5回開催
し、具体的な事務取扱要領及び各種契約書の策定を行う。
・18.9.26　常務会にて、これまでの委員会での決定事項や18年11月
より取扱いを開始することについて承認を得る。
・18.11.6　DDS・DIPフアイナンスの取扱い開始

　「具体的取組策」にも記載してあるように、具体
的な案件があれば総合的な判断による検討を
行っていくこととしており、そのためのスキームとし
て「規定」「事務取扱要領」「各種契約書等の帳
票」の策定・整備を行い、平成18年11月より取扱
いを開始することができた。
　実際は、当金庫取引先の規模的要因から、各
事業再生スキームを活用できる先は少ないと思わ
れるが、引き続き、個別具体先において、適用の
可否について検討を加えていく。

　○再生支援実績に関する情報
開示の拡充、再生ノウハウの共
有化の一層の推進として、再生
支援実績（成功事例、法的整理
の活用実績等）や再生ノウハウに
ついての具体性を持たせた形で
の情報開示を行う。

今後再生支援事例が発生すれ
ば、可能な限り具体的に情報開
示を行う。

事業再生に向けた外部機関の活
用や、事業再生機能や手法・支援
融資の情報収集・検討を行い、事
例に応じて対応し、再生支援事例
が発生すれば、可能な限り具体的
な情報開示を行う。

・17年度と同様 ・17年７月に発刊した「平成16年度版ディスクロージャー誌」におい
て、財務支援活動による債務者区分のランクアップ実績を掲載した。
・17年8月に策定した「地域密着型金融推進計画」においても、過去
の実績としての財務支援活動による債務者区分のランクアップ実績を
掲載し、ホームページ上に掲載した。
・17年上半期の実績については、17年12月にこのアクションプログラ
ムに基づく個別の取組みの進捗状況として、ホームぺージ上に公表
した。
・17年度の実績については、18年5月にこのアクションプログラムに基
づく個別の取組みの進捗状況として、ホームぺージ上に公表し、18.3
発刊のディスクロージャー誌においても掲載した。
・ 18.12発刊の中間期ディスクロージャー誌に「地域密着型金融推進
計画」の進捗状況を掲載しており、その中で財務支援活動による債務
者区分のランクアップに向けた取組み状況を掲載した。

　債務者区分要注意先への財務支援活動に関
する活動の実績については、これまでも公表して
いるが、再生支援についてはこれまで実績がない
ことから、公表にまで及ばないところである。
　今後は取組方針にもあるように、再生支援事例
が発生すれば、可能な限り具体的に情報開示を
行うこととする。
　具体的な財務支援活動の内容は１－（２）②③
に記載してある通りであるが、17～18年度の2年
間において9先の債務者区分のランクアップが図
れた。
　今後も引き続き定期的な実績の情報開示を
行っていく。

3 （大和信用金庫）



具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

（４）担保・保証 に過度に依存しない融資の推進等
①担保・ 保証に過度に依存しな
い融資の推進
○事業からのキャッシュフローを
重視し、不動産担保・保証に依存
しない融資の促進を図るため企
業の将来性や技術力を的確に評
価するための取組み強化

・個別案件の取組みに際して担
保・保証に過度に依存しないよう
意識した審査態勢および取組姿
勢の定着に努力する。
・また、担保・保証に過度に依存し
ない融資の推進のためにも、信用
リスクデータベースの構築が必要
であり、企業信用格付、SDB還元
資料、自己査定結果を整合的に
結び付けた情報活用とデータ
ベースの構築に努力する。
・スコアリングモデルに上記信用リ
スクデータベースを活用した情報
を加味して、より精緻化したモデ
ルを検討する。
・一般債権のローンレビュー方法
について検討する。
・企業信用格付結果に基づく格付
上位先への無担保・優遇貸出金
利による融資商品の取扱いを行
う。

・企業信用格付結果に基づく格付
上位先への無担保・優遇貸出金利
による融資商品「経営安定資金【本
業無担保証貸】」の取扱いを開始
し、推進する（17年8月16日～9月
30日）。
・個別案件の取組みに際して担
保・保証に過度に依存しないよう意
識した審査態勢および取組姿勢の
定着に努力する。

・一般貸出金(問題先債権以外)
ローンレビュー(貸出後の業況把
握)の有効かつ適切な方法につ
いて具体化する。
・スコアリングモデルを採用した
商品の取組状況および回収状
況等に注視し、改善および拡大
について検討する。
・信用リスクデータベースの整
備・充実について具体的な活用
方法を検討する。
・ 17年度に引き続き、企業信用
格付結果に基づく格付上位先
への無担保・優遇貸出金利によ
る融資商品「経営安定資金【本
業無担保証貸】」の取扱いを行
う。

・平成17年8月より、「自己査定結果による債務者区分」「企業信用格
付結果」「推定デフォルト率」の三情報を活用して、良好先と考えられ
る取引先を対象として、「経営安定資金【本業無担保証貸】」の取扱を
開始した。
・担保・保証に過度に依存しない融資としてのスコアリング商品である
「やましんビジネスローン社長！どうですか」が、17.7 奈良県商工会
連合会との提携により「商工会員サポート融資」として選定され、県内
各商工会へ紹介される。 同様に奈良・橿原・高田の各商工会議所に
おいても、提携の会員サポート融資商品として選定、紹介される。
・一般貸出金(問題先債権以外)ローンレビュー(貸出後の業況把握)
の有効かつ適切な方法については、定例的な報告様式とするには、
時間的観点や効率性等の観点から、効果は少ないと考えられ、取組
案件の内容や取組条件あるいは、債務者の特性等を勘案して個別に
指定するのが結果的には最も有効との認識のもと、個別に各営業店
に指示するようにしている。
・昨年度と同様、平成18年度も「平成18年度経営安定資金【本業無
担保証貸】」の取扱を実施した。平成18年度の受付状況は、5件128
百万円(2年間合計26件　218万円)となっている。
・担保・保証に過度に依存しない融資としてのスコアリング商品である
「やましんビジネスローン社長！どうですか」の取組状況については、
平成17年度中は、226件の745百万円、平成18年度中は、413件の
1,109百万円となり、平成16年12月の発売以降の取組累計は、718件
の2,218百万円となった。

・経営安定資金【本業無担保証貸】についても、
来年度以降も同様の取組みを拡大推進する予定
としている。
・スコアリングモデルを採用した「やましんビジネス
ローン」の取組状況については、総じて、まず順
調と認識しており、適用利率についても比較的高
金利適用をスムーズに顧客に受容れられているこ
ともあり取組拡大に引続き努力したいと考えてい
る。担保・保証に過度に依存しない融資の実行額
実績としては、平成17年18年の2年間において数
値目標額である2,000百万円を上回り、2,072百万
円（ビジネスローン1,854百万円、本業無担保融
資218百万円）の実績となった。
・信用リスクデータベースの整備・充実について
は、進捗に停滞感が出ているのが否めない状況
であるが、平成18年7月に共同事務センターの
「信用リスク管理システム」の利用開始を決定して
おり、平成18年12月から稼動となっている。現在
はこのシステムの早期本格活用に努めており、現
状では、平成18年度末データ取込みを終えた状
態であり、今後、各種の検証や活用方法の検討
をしたいと考えている。

○既存の包括根保証契約につい
て、制度改正の趣旨を踏まえた
適切な見直しの実施

・左記の通り、対応済みである。 対応済み 対応済み ・平成17年7月1日付で与信取引に関する顧客説明態勢の整備に関
する通牒を発出し、7月15日より新態勢を実施した。この中で、「信用
金庫取引約定書」を双方署名契約方式に変更し、契約当事者は債
務者のみとしている。

○第三者保証の過度の利用の自
粛

・左記の通り、対応済みである。 対応済み 対応済み 対応済み ・従来から包括根保証契約については、原則、利
用しない取扱としていた経緯もあり、顧客理解や
営業店認識もスムーズに行われ、定着しつつある
と認識している。
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

②中小企業金融の円滑化や金融
機関における地域集中リスクの
軽減等を図るため、中小企業の
資金調達手法の多様化等に向け
た取組み等の推進を図る。

・保証協会の売掛債権担保保証
制度については、過年度に引き
続き利用促進を図るべく、各営業
店への積極推進を喚起する。
・「ＴＫＣ金融保証制度」について
は、ＴＫＣ会税理士と情報交換等
を密に行い、その中で当商品の
取扱いを推進して行く方針であ
る。
・知的財産権担保融資、動産・債
権譲渡担保融資、ノンリコース
ローン、プロジェクトファイナンス等
の融資手法の情報収集を行い、
取組みに向けての検討を行う。

・各営業店に事務連絡「『売掛債権
担保保証融資制度』の積極推進に
ついて」を発信する。
・信金中金等から証券化商品の情
報収集に努め、資産証券化商品の
情報収集および商品化についての
検討を実施する。

・引き続き「売掛債権担保保証融
資制度」の積極推進を行う。

・17.4.21　事務連絡「『売掛債権担保融資保証制度』の積極推進に
ついて」を各店宛発信する。
・ 18.3.10　ＡＢＬについての説明会出席
・ 17年度において、ＴＫＣ金融保証制度の融資実行が1件、3百万円
あった。
・ 売掛債権担保融資については、17年度中に35件、262百万円の取
組み実績があった。
・18.5　県内病院に対するシンジケートローンの紹介案件があった
が、詳細検討の結果取組みは見送ることとなった。
・18.8.21～22　信金中央金庫大阪支店にて、シンジケートローン勉
強会に参加
・18.9　他行アレンジャーによるシンジケートローンの案件持ち込みが
あった。
・19.1.11　信金中央金庫主催による設備担保信用保管制度「しんき
んＭＥサポート」の制度概要等の説明会出席。
・売掛債権担保融資については、18年度通期で39件、324百万円の
取組み実績があった。

・新しい金融の枠組み構築の観点から、中小企
業金融公庫や信金中金等から証券化商品の情
報収集に努め、資産証券化商品の情報収集およ
び商品化についての検討を実施することとしてい
るが、19年3月までにおける具体的な進展はな
い。
現実的には調査検討事項としての位置付けであ
るが、今後も情報収集に努めていきたい。
・シンジケートローンについて、具体的な手法に
ついての勉強会に出席するなどして、情報収集
に努めており、今後も具体的な案件発生時には
前向きに検討していきたい。

○「説明責任ガイドライン」を踏ま
えた、顧客の説明体制の整備及
び相談苦情処理機能の強化
①顧客説明マニュアル等の内部
規定の整備

・「与信取引に関する顧客への説
明態勢に係る取扱規定」に従い、
その周知徹底状況や取組状況を
把握する。
・融資課長会議等において取組
状況や問題点、改正意見等を調
査、確認し対応を検討する。
・既に、総務部主催で開催されて
いる「苦情・トラブル等対応連絡
会」を活用し、与信取引に関する
顧客説明に関する事項について
は即時の対応に努力する。
・研修の実施内容および状況に
ついて把握し、改善点を検討す
る。

・平成17年7月1日に「与信取引に
関する顧客説明態勢の整備につ
いて」を全店発牒した。
・「具体的な取組み」に記載の取組
みを継続的に実施していく。

・「具体的な取組み」に記載の取
組みを継続的に実施していく。

・17.7.1付で与信取引に関する顧客説明態勢の整備に関する通牒を
発出し、17.7.15より新態勢を実施し、各種使用書式や様式、書類等
の形式、内容等の改善を行った。
・18.1.26付で監査部による「顧客への説明態勢整備」に関する内部
監査を受け、「顧客への説明態勢整備に関する営業店運用状況に対
する管理態勢については、不十分であり、今後、改善を要する。」との
指摘を主な内容とする監査結果通知書を受領する。
・18.3.16上記の監査結果通知書にも指摘されていた営業店向け説
明会を融資課長対象に実施し、運用面での統一、疑問点の解消や
運用上および書式自体の問題点の確認を実施した。
・与信取引に関する顧客説明態勢の整備について、書式・様式等の
制定後約1年が経過し、その間に事務の効率化や事務ミス回避等を
目的とした各店からの各種改正要望や意見を参考に、書式・様式及
び取扱方法を変更した。引続き、説明書類の整備等については、順
次処理していく予定としている。
・平成18年度下期開催の融資課長会議においても、従来同様、問題
点の改善や注意喚起を目的に「顧客への説明態勢整備」に関する意
見・要望・質問の時間を設けた。

・「与信取引に関する顧客説明態勢」の整備につ
いては、日が浅いとはいうものの、規定の制定や
使用書式等について一定の態勢が構築できた。
・現在のところ、所要時間の削減と効率的な運用
が課題となりつつあるので、この点も踏まえた取
組についての検討も必要と認識している。
・上記の改正により当面は、各店の取扱状況を注
視する予定としているが、引続いて融資課長会議
において問題点の改善や注意喚起を目的に「顧
客への説明態勢整備」に関する意見・要望・質問
の時間を設けて、使用書式や利用方法について
は、逐次必要な修正を適時適切に処理したいと
考えている。
・総務部で取り纏めている「顧客からの苦情・トラ
ブル受付状況」によれば、顧客への説明不足を
原因とする苦情・トラブルは、平成17年度13件か
ら平成18年度5件(与信取引に関するものは2件)
と大幅に減少しており、説明態勢は整備されつつ
あると認識している。

②営業店における実効性の確保
③苦情等実例の分析・還元

・支店限り処理事案の四半期毎の
本部吸い上げ継続実施
・「苦情・トラブル等対応連絡会」
での発生原因分析と再発防止策
等の検討を継続実施
・店長会等に於ける発生事案の共
有と、発生原因分析結果等の還
元について継続実施
・コンプライアンス委員による実例
に基づく研修の継続実施
・平成18年度より「苦情・トラブル
事例研修（年２回）」を各店の職場
内研修の必須項目とした

左記施策を通期実施 ・17年度と同様 ・苦情・トラブルにかかる平成17年1月～3月発生の支店限り処理事案
の本部吸い上げを4月に、4月～6月分を7月に実施した。
・「苦情・トラブル等対応連絡会」を6月に開催し、発生原因分析と再
発防止策等の検討を実施しし、支店長会議に於いて、苦情・トラブル
にかかる事案一覧ならびに発生原因分析資料を還元した。以降も、4
半期毎に同様の実施を行う。
・コンプライアンス委員による研修を、延べ38カ店実施した。
・各部店においても職場内で研修を実施した。

　支店長会、役員、コンプライアンス委員並びに
職場内の研修を通じて再発防止の意識付けを継
続実施し、発生原因別では「顧客への説明不足」
並びに「事務処理の不備・遅延」に対する苦情が
減少した反面、本部に対する「顧客対応に関する
不満」並びに「一方的な言掛り・勘違い」が倍増
し、全体としては6%の増加を見る結果となった。
　上記結果を真摯に受止め、今後も現体制を堅
持し改善を図る方針である。
　なお、苦情・トラブル等対応連絡会を平成19年5
月に開催し、平成19年7月迄に「苦情・トラブル事
例集」を発刊する予定である。

（５）顧客への説明態勢整備、
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

・全信協、近信協、奈信協等が主
催する目利き力養成、企業再生
支援、融資渉外などの研修に、融
資強化店舗役席者、各店ビジネ
スマネージャーならびに融資担当
役席者を順次派遣する。
・中小企業診断士の養成は、一般
受験により2名の合格を目指す。

・全信協「企業再生支援講座」に融
資強化店舗次長3名、全信協「融
資渉外講座」にビジネスマネー
ジャー2名を派遣した。
・17年9月には奈信協「目利き力養
成研修会」に全店次長20名を派遣
予定。
・中小企業診断士の資格取得候補
者2名が、17年8月の1次試験を受
験する。
・全信協「融資渉外講座」にビジネ
スマネージャー3名を、奈信協「企
業再生セミナー」に渉外役席者等
20名を派遣予定。
・中小企業診断士の資格取得候補
者2名が、17年10月の2次試験を受
験する。

・引き続き、全信協「目利き力養
成講座」「企業再生支援講座」、
奈信協「目利き力養成研修会」
「企業再生セミナー」等の研修
に、年間40～50名程度を派遣す
る。
・中小企業診断士の資格取得候
補者2名が、3次試験、実習等を
終え、資格者として財務支援等
の業務に就く。

・全信協「企業再生支援講座」に融資強化店舗等次長6名、全信協
「融資渉外講座」にビジネスマネージャー9名、奈信協「目利き力養成
研修会」に次席者および融資担当役席者38名、奈信協「企業再生セ
ミナー」に渉外担当役席者等35名、奈信協「中小企業新事業活動促
進法（新連携）研修会」に部店長または融資担当役席者･渉外担当役
席者25名を派遣した。
・信金中金「中小企業経営改善支援実務研修」および「地域振興支
援セミナー」に総合企画部次長を、大阪銀行協会「中小企業再生支
援セミナー」に財務支援室主任を派遣した。
・中小企業診断士の資格取得候補者2名が、この2年間において有資
格者となり、共に財務支援等の業務に就いている。

目利き力養成、企業再生支援、融資渉外等の研
修には、実施スケジュールどおり派遣した。
19年度以降も、計画どおり推進していく。

19年3月末からのバーゼルⅡ（新
自己資本比率規制）の導入への
備えとして、適切な態勢整備に積
極的に取り組む。
①自己資本比率の算出方法の精
緻化

・信用リスクの精緻化に取組むた
め、標準的手法から一歩進んだ
内部格付手法導入の最低要件を
満たすため、内部格付制度の整
備･充実を図る。
・企業信用格付、SDB還元資料、
自己査定結果を整合的に結びつ
けたデータベースを構築し、内部
格付手法導入の最低要件を満た
すための信用リスクデータベース
の整備･充実に取組む。

企業信用格付、SDB還元資料、自
己査定結果を整合的に結びつけ
た信用リスクデータベースの構築を
図る。

・17年度と同様 各證券会社主催のより「新ＢＩＳ規制について」の説明会へ数回に亘り
参加し、情報収集を行う。
・17.8.22 現時点で判明している新ＢＩＳ規制における自己資本算出
方法により、17年3月末時点における当金庫の自己資本比率を試算
し、常務会へ報告した。
・18.2.8奈良財務事務所にて、県下三信金との「定例情報交換会」に
出席し、事務所側から新ＢＩＳ規制についての説明を頂く。
・平成19年度に向けて、各リスクに対する資本の配賦を行うとともに、
各リスクの許容限度額の算出を行った。
・18.8.1全国信用金庫協会主催による「新ＢＩＳ説明会」に2名出席す
る。
・住宅ローンの担保見直し及び判定要素項目の事前登録を始め、新
ＢＩＳ規制における自己資本比率算出（第1の柱）に係る関連計数の事
前確認及び把握を行う。

  19年3月末から適用される新ＢＩＳ規制に向け
て、様々な情報収集を行いながら自己資本比率
の試算も事前に行ってきた。19年3月末基準での
比率算出についての準備は整っており、引き続き
算出方法の精緻化とその検証態勢の確立を進め
る。
　信用リスクの精緻化に向けての、信用リスクデー
タベース構築に関しては、現在まで具体的な進
捗はない。平成18年7月に共同事務センターの
「信用リスク管理システム」の稼動開始となってい
るが、現状では、平成18年度末データ取込みを
終えた状態であり、今後、各種の検証や活用方
法の検討をしたいと考えている。

②リスク管理の高度化 ・収益力の向上と統合リスク管理
体制の整備･充実による経営力の
強化を図る。
・信用リスク、市場リスク（金利、為
替、株価変動等）等を、可能な範
囲で共通尺度(ＶａＲ及び99%タイ
ル値等)により計量化を行う。
・計量化するリスクについては、限
度額等を設け、それに対し資本配
賦を行い、リスクとリターンの関係
を明確にする。

計量化するリスクと限度額の設定を
行う。資本配賦額の決定を行う。

計量化するリスクと限度額、資本
配賦額の見直しを行う。
リスクとリターンの分析を行う。

・各証券会社等の「新ＢＩＳ規制説明会」の説明会をに参加し、情報収
集を行う。
・17年3月末時点で判明している新ＢＩＳ規制における自己資本算出
方法から、自己資本比率を試算し、常務会へ報告した。
・平成18年2月の予算委員会（ＡＬＭ委員会）から毎月、新ＢＩＳ規制の
第2の柱である“アウトライヤー度”について、現状の数値の試算を行
い、議論を進めている。
・ 毎期、各リスクに対する自己資本の配賦の見直しを行うとともに、各
リスクの許容限度額の算出を行っている。
・住宅ローンの担保見直し及び判定要素項目の事前登録を始め、新
ＢＩＳ規制における自己資本比率算出（第1の柱）に係る関連計数の事
前確認及び把握を行う。

　バーゼルⅡ第2の柱である金利リスクにおけるア
ウトライヤー度の算出も、18年2月から毎月予算委
員会で報告する等、事前に行っており、金利リス
ク他、統合的リスク管理の態勢については整いつ
つある。
さらに、毎月、野村證券によるＶａＲにおけるポー
トフォリオ分析データの還元を受け、毎月の「資金
運用会議」において報告・議論している。
課題としては、各リスクにおけるリスクとリターンの
分析と検証を行うことである。

２．経営力の強化

（６）人材の育成
○企業の将来性、技術力を的確に
評価できる能力（「目利き」能力）、
経営支援の能力の向上など、事業
再生・中小企業金融の円滑化に向
けた人材育成の取組み

（１）リスク管理態勢の充実
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

③情報開示の拡充 ・新BIS規制の第3の柱である「情
報開示を通じた市場規律」に沿っ
たディスクロージャーを行うため
に、半期及び年度のディスクロー
ジャー誌の充実･整備を図る。
・情報開示項目を的確に把握し、
市場等の利害関係者に分かりや
すい半期及び年度のディスクロー
ジャー誌の作成を行う。

新BIS規制の「情報開示を通じた市
場規律」に沿った情報開示項目の
把握を行う。

新BIS規制を反映した半期ディス
クロージャー誌の作成

・17.7.27　平成16年度版のディスクロージャー誌2,000部　発刊。
・17.12.12「２００５中間期ディスクロージャー誌」7,000部　発刊
・18.6.16総代会開催に伴い、会員向けの「業務報告書」を作成した
が、従来より大きさを倍とし、カラー刷りでみやすくし、特に地域貢献
に関する開示項目を増やした。
・18.6.19ミニディスクロージャー誌10,000部　発刊
・18.7.3、平成17年度版のディスクロージャー誌2,000部　発刊。
・18.12.1中間期ディスクロージャー誌発刊

　19年3月末から適用される新ＢＩＳ規制の内、特
に第3の柱の充実に向けて、様々な情報収集を
行っている状況であり、今後も規制の内容につい
ての詳細が示される中での、内容把握と情報開
示項目の把握を行っていく。
　現在、19年3月期のディスクロージャー誌発刊に
向けて準備中である。

①債務者区分と整合的な内部格
付制度の構築をはじめ、地域に
おいて必要なリスクをとりつつ、そ
れに見合った金利設定を行って
いくための体制整備

・一般貸出金(問題先債権以外)
ローンレビュー(貸出後の業況把
握)の有効かつ適切な方法につい
て検討する。
・スコアリングモデルを採用した商
品は、比較的高金利適用が可能
となっており、この点に注視し取組
状況および回収状況等の改善お
よび拡大について検討する。
・ 信用リスクデータベースの整備・
充実について具体的な活用方法
を試行する。
・企業信用格付結果に基づく格付
上位先への無担保・優遇貸出金
利による融資商品の取扱いを行
う。

・企業信用格付結果に基づく格付
上位先への無担保・優遇貸出金利
による融資商品「経営安定資金【本
業無担保証貸】」の取扱いを開始
し、推進する。
・「貸出条件緩和債権の基準金利」
について再検討し精度の改善を図
る。
・一般貸出金(問題先債権以外)
ローンレビューの有効かつ適切な
方法について検討する。
・企業信用格付、SDB還元資料、
自己査定結果を整合的に結びつ
けた信用リスクデータベースの構築
とデータベースを基にした金利設
定の内部基準作成を検討する。

・スコアリングモデルを採用した
商品の取組状況および回収状
況等に注視し、改善および拡大
について検討する。
・信用リスクデータベースの整
備・充実について具体的な活用
方法を試行する、併せて金利設
定の内部基準について試行す
る。
・一般貸出金(問題先債権以外)
ローンレビューの有効かつ適切
な方法について試行する。
・17年度に引き続き、企業信用
格付結果に基づく格付上位先へ
の無担保・優遇貸出金利による
融資商品の取扱いを行う。

・一般貸出金(問題先債権以外)ローンレビュー(貸出後の業況把握)
については、個別に各営業店に指示するようにしているが、別途大口
与信先(平成18年3月末現在3億円以上の与信先)について、格付ラ
ンク・SDB共通符号により区分後のモニタリング方法を制定した。
・スコアリングモデルを採用した商品の取組状況については、平成18
年度中の取組は、413件の1,109百万円となり、平成16年12月の発売
以降の取組累計は、718件の2,218百万円となった。
・ 平成17年8月より、「経営安定資金【本業無担保証貸】」の取扱を開
始しており、17年度11件、90百万円、18年度15件、128百万円（2年間
合計26件　218百万円)となっている。
・ 信用リスクデータベースの整備・充実について、平成18年度末デー
タ取込みを終えた。今後、各種の検証や活用方法の検討を行う。

　・ スコアリングモデルを採用した商品の取組状
況については、まず順調に推移。適用利率につ
いてもリスクに応じた適用金利が設定できている。
間口拡大による推進に引続き努力したい。スコア
リングモデルに信用リスクデータベースを活用す
ることについては、平成18年度下半期中に「信用
格付け検討委員会」の立ち上げを行い、体制整
備を進めることとしていたが、実現できていない。
・ 共同事務センターの「信用リスク管理システム」
平成18年12月から利用開始している。現在はこ
のシステムの早期本格活用に努めており、現状で
は、平成18年度末データ取込みを終えた状態。
今後、各種の検証や活用方法の検討をしたい。
　以上の通り、データベースを基にした金利設定
の内部基準作成については進捗が進んでいない
項目であり、データの蓄積自体が遅れているとい
うこともあり、今後の活用方法も含めて内部基準
の作成を進める。

②その他、収益管理態勢の整備
と収益力の向上に向けた取組み
の推進

① 各リスク資産に対する資本配
賦を行い、リスク許容量を明確化
する。
② 各資産の収益からリスクを控除
した調整後収益を算出し、各資産
のパフォーマンス評価を行う。
③ 健全性･収益性･効率性を再検
討し、各リスク資産に対する資本
配賦の見直しを実施し、収益力の
向上を図る。

・月次損益に貸出金利息から信用
コスト相当額を控除する概念の導
入を行う。
・リスクの限度額に資本配賦の実施
を行う。

・リスク配賦基準の見直しを行う。
・有価証券等のリスク調整後収
益の導入を行う。

・17年上期から、月次損益に貸出金利息から信用コスト相当額を控除
する概念を導入し、毎月の「月次決算資料」において信用リスク控除
後の貸出金利息欄を設けた。
・17年度の店舗表彰基準に「貸出金利息増加額」および「役務取引
等収益増加額」を新設し、貸出金増強と預かり資産取引による手数料
収入増強への意識付けを強化した。
・17年７月の「月次決算資料」から、貸出金利息と役務取引収益の対
前年比増減額を新たに設け、さらにランキングを行うことにより意識付
けを行った。
・平成18年3月に、平成18年度に向けての準備として各リスクに対す
る資本の配賦を行うとともに、各リスクの許容限度額の算出を行った。
・毎月実施の「資金運用会議」において、各リスクの限度額に対して
資本配賦を行うなど、毎月の会議の中で分析を行っている。
19年3月の会議では19年度におけるリスク配布基準の見直しの検討
も行った。

　収益力の向上においては、18年度の最終利益
は前期に及ばなかったものの、コア業務純益は新
3カ年計画の最終年度である20年度の目標23億
円を超えるものとなった。
貸出金は期末残高で3期連続、期中平残で2期
連続して増加し、貸出金利息は15期振りの増加
に転じた。
今後も最重点推進項目は融資の増強であり、18
年度からの新3カ年計画「やましんルネッサンス
21」に基づく経営力の強化を図っていくともに、統
合的なリスク管理態勢の構築を進めていく。

（２）収益管理態勢の整備と収

7 （大和信用金庫）



具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

　①業界団体による半期開示の
内容充実の検討と、各金融機関
による実施

・中間期・地域貢献ディスクロー
ジャー誌については、年1回11月
に発刊するとともに、ホームペー
ジ上にも掲載する。
・特に顧客に関心の高い決算期
の収益状況、自己資本比率、不
良債権比率等については、「やま
しん経営内容に関する応酬話法」
を作成し、顧客に対して職員誰も
が正しい説明を行えるよう周知す
る。

17年11月、中間期・地域貢献ディ
スクロージャー誌発刊。

18年11月、中間期・地域貢献
ディスクロージャー誌発刊。

・17.7.1顧客配布用の「平成16年度（17年3月期）決算速報」調製
・17.7.27平成16年度版のディスクロージャー誌を発刊し
た。
・17.12.12「２００５中間期ディスクロージャー誌」7,000部発刊
・18.12.1「2006中間期ディスクロージャー誌」の発刊を行うと共に“経
営内容に関する応酬話法”も作成し、営業各店における分かりやすい
説明を心掛けた。

中間期ディスクロージャー発刊に際しては、“経営
内容に関する応酬話法”を調製し、分かりやすい
統一話法が行えるよう心掛けた。
　今後も早期の情報開示と開示項目の充実を
図っていく。

　②総代会に一般の会員・組合
員の意見を反映させる仕組み
等、総代会の機能強化に向けた
取組み

・一般会員の意見は、渉外担当に
よる日々の活動を通じたものだけ
ではなく、主だった会員やお客様
に対しては、定期的に役員や支
店長が出向き信用金庫経営全般
にかかる意見を広く聞いている。
・この様な事業活動を通じて得ら
れた一般会員の意見と、それを踏
まえた経営改善への取組み等を
総代会で報告していくことにより、
一層の機能強化を図っていく。

・総代会において、理事長より「一
般会員の意見（要望）と金庫の取
組みについて」報告する。

・17年度と同様 ・渉外担当による日々の活動や、役員・支店長の定期的な訪問による
主だった会員やお客様の意見を踏まえ、平成17年６月開催の通常総
代会に於いて、理事長は「当金庫は協同組織の金融機関として、相
互扶助の精神に立脚し地域経済の発展に貢献してきた。今後も中小
企業の再生と地域経済活性化の担い手として、更なる経営基盤の強
化を図り時代の変化に即応した経営を目指してやっていく」旨を表明
した。
・平成17年11月「顧客満足度調査（アンケート）」を実施し、広く会員
の意見や要望を集め、集約・分析を実施し、アンケートの集計結果及
び意見要望に対する改善事項について平成18年6月にホームペー
ジ上に公表した。
・平成18年6月の総代会で、理事及び監事の任期を３年内から２年内
に改定する等の会社法施行に伴う定款の一部変更を実施した。
・平成18年11月、12月役員が広く意見を聞くため全支店の主だった
取引先に往訪した。
・19.2.5～19.2.23「利用者満足度の向上に向けたアンケート調査」を
実施、配布数1,600、回収883、回収率55.2％）

　今後も事業活動、地域貢献活動並びにアン
ケート調査を通じて得られた一般会員の意見を踏
まえ、理事会で討議・決定した経営改善への取組
み等を総代会で報告し、より一層の機能強化を
図っていく方針。
19年2月に実施したアンケート調査については、
19年4月に集計・分析を行い、19年6月には18年
度の改善項目の公表を行う予定。
重要なことは如何に利用者の声を反映するかで
あり、今後も引き続きアンケート調査を実施し、利
用者の声を真摯に受け止めて改善策を検討した
い。

○営業店に対する法令等遵守状
況の点検強化等（不祥事事件等
の発生の未然防止）

・「倫理観の醸成とコンプライアン
スの徹底」を経営方針の第一義と
し、経営陣が率先垂範してコンプ
ライアンスの実践を継続して行うこ
とにより、金庫内にコンプライアン
ス意識の浸透を更に図り、内部管
理態勢の強化と自浄作用のある
組織を構築していく。

・ コンプライアンス委員会主催の研
修会等の実施
・ 理事による研修（臨店、集合）、
外部講師による研修、コンプライア
ンス委員による臨店研修、コンプラ
イアンス確認チェックリストによる実
践状況のチェック、等
・ 職場内でのコンプライアンス研修
の充実
・ コンプライアンス検定試験の受験
（義務化）
・ 苦情・トラブル、不祥事、内部不
正、情報漏洩事案等の報告の徹
底と改善対応の検討・実施
・ 個人情報の適切な取扱いと安全
措置の定着
・ 与信取引及びリスク商品にかか
る顧客説明態勢の強化
・ 公益通報者保護体制の整備（規
定化）

・ 左記施策を継続し実行するこ
とで、金庫内のコンプライアンス
意識を常に向上させ、不祥事の
未然防止を図る。

・コンプライアンス委員会主催の研修会開催　延べ１３４回開催
・コンプライアンス確認チェックリストによる実践状況のチェックとフィー
ドバックの実施
・職場内でのコンプライアンス研修の充実
・コンプライアンス検定試験の受験　計59名受験
・苦情・トラブル、不祥事、内部不正、情報漏洩事案等の報告の徹底
と改善対応の検討・実施
・個人情報の適切な取扱いと安全措置の定着
・ 与信取引及びリスク商品にかかる顧客説明態勢の強化

　コンプライアンス委員会主催の研修会等の実施
や職場内研修の実施については、17年度の実施
計画通り実施でき、18年度についてもほぼ計画
通り実施できた。また、同様の研修等は、以前か
ら継続的に実施しており、日常業務におけるコン
プライアンス意識は浸透し、定着しているものと思
料する。
今後も継続的な実施により、更なる意識の向上を
図る。

（３）ガバナンスの強化

（４）コンプライ アンス態勢 の
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

　○適切な顧客情報の管理・取扱
いの確保（17年4月の個人情報保
護法施行を踏まえて。）

○全役職員への個人情報に対し
ての厳正な管理意識の浸透を最
優先として、
・個人情報保護法に関する研修
の定期的な実施。
・実例のフィードバックによる危機
管理意識の醸成を図る。
○関係各部署の連絡を密にし、
早期に取扱要領・点検要領等の
策定完了を目指す。

・関係各部署により順次取扱要領
等調製。
・技術的安全管理にかかる点検要
領の策定および点検実施。
・厳正な管理意識の浸透を主眼と
した定期的な研修の実施、実例の
フィードバックを実施。
・各部署による 取扱要領(マニュア
ル)・点検要領の策定。
・設備面での整備。技術的安全管
理にかかる取扱要領の策定。
・厳正な管理意識の浸透を主眼と
した定期的な研修の実施、実例の
フィードバックを実施。
・取扱点検の実施。

・各部署で完了させた取扱要領
の見直し統一化。
・技術的安全管理にかかる取扱
要領・点検要領の見直し統一
化。
・規定・要領等習熟のための定
期的な研修実施。
・取扱点検の実施。
・他の既存規定との整合性の見
直しと整備。
・規定・要領等習熟のための定
期的な研修実施。
・個人情報の管理態勢の状況確
認と見直し整備。

・平成１７年４月の個人情報保護法施行を踏まえ基本面の規定の策
定を行ったが、取扱要領（マニュアル）・点検要領、また設備面を含む
技術的な安全管理については、順次整備・策定を急いでいるところで
ある。                                                                               ・全
役職員への個人情報に対しての厳正な管理意識の浸透を最優先と
して、個人情報保護法に関する定期的な研修の実施および実例の
フィードバックによる危機管理意識の醸成を行っている。
・取扱点検の実施、個人情報の管理態勢の状況確認と見直し整備を
行った。（例：平成１７年６月７日より個人情報管理委員会による全店
の一斉点検を行う。）
・厳正な管理意識の浸透を主眼とした定期的な研修の実施、実例の
フィードバックを実施している。
・19年2月、総務部より、重要物件の取扱に係る注意喚起文書を発信
した。

　個人情報保護法への対応については、担当部
及び個人データ管理委員会を中心として、管理
態勢の確立のために鋭意取組んでおり、概ね適
切に運用できている。しかしながら、安全管理に
係るマニュアルおよび点検要領の策定の完成が
遅れており今後の課題となっている。

○各金融機関のビジネスモデル
等の状況に応じたＩＴの戦略的な
活用に向けた取組みの推進
①統合ネットワーク構築による情
報系システムの充実と有効活用
促進

・回線スピードアップを図ることに
より利用範囲が拡大され、顧客の
必要とする情報提供をタイムリー
に行う。
・また情報管理面においても、本
部にファイルサーバー等を設置す
ることによりセキュリティ面も充実さ
せ、安全性も高い運用体制とす
る。
・第1段階として情報系・音声系を
実施し、第2段階で勘定系を実施
する。

・17年10月に情報系・音声系の利
用を開始する。

・ 本部・営業店の工事を17年9月中に完了し、同9月に2カ店の試行
を開始し、同10月に情報系・音声系の利用を開始した。
・ 月次帳表のペーパーレス化は共同事務センターの取扱いで本部
試行は18年10月、営業店展開は18年11月実施した。
・ 18年9月に光回線の増設により、共同事務センターとの情報系の
ネットワークの整備を実施した。18年9月に光回線の増設により、共同
事務センターとの情報系のネットワークの整備を実施した。
・ 18年10月に、勘定系を使用して印鑑照会システムの取扱いを開始
した。

　情報系・音声系の利用については計画通りに進
捗しており、情報通信サービス網の整備も行い、
取扱の充実も図れてきた。
　現在基幹業務であるオンライン勘定系を19年5
月切替に向けて準備中であり、統合ネットワーク
網の構築は完了する。
　今後は、情報の取扱拡大を含め、ネットワークの
定期的な見直しを行っていく必要があると考え
る。

②印鑑照会システムの構築 ・印鑑照会システムを導入すること
により、副印鑑票の廃止が可能と
なり、顧客の通帳紛失時のリスクを
軽減する。
・また僚店での支払いを可能とし、
顧客の利便性向上を図る。
・将来は印鑑自動照合まで拡大
し、目視による印鑑照合のリスク軽
減を図る。

・印鑑照会システムの導入に先立
ち、既存の印鑑票の移行作業が必
要となり、移行作業と平行して印鑑
票の整備を行う。
・印鑑照会不可能な一部の端末
ディスプレイを入れ替える。
・印鑑票は本部サーバーに登録・
管理し、共同センターオンラインシ
ステムと直結することにより入力の
二重作業を防止する。
・17年下期に、上記移行作業を開
始する。

・全店移行完了 印鑑システム導入移行作業について、しんきん大阪システムサービス
と作業スケジュールの打合せ確認を実施し、予定通り印鑑票の移行
作業を完了している。
18年12月より本部において、口座振替依頼書の印鑑照会処理を開
始した。

印鑑照会システムの導入により、僚店間の支払事
務が可能となり、利便性は大きく向上した。
今後の課題として、支払業務以外で顧客サービ
スの拡大と効率化推進を目的とした僚店間にお
ける印鑑照会への拡大を検討する。

③金庫ホストマシンのサーバー化
と金庫集中サーバーシステム、お
よびコミュニケーションサーバー
システムの導入

情報一元管理の実現により、効果
的な顧客戦略立案をサポートし、
顧客との良好なリレーションシップ
の構築を図る。
金庫ホストマシンをサーバー化
し、金庫に設置する集中サーバー
との連携を図る。

・18年下期にホストマシン撤去と
情報系サーバーマシン導入を行
う。

導入に向けて情報収集し、18年度導入計画を作成した。
日次・月次サーバを導入し、一部移行作業を開始している。
サーバシステムへの段階的な切替を進めており、ほぼ予定通りに
サーバへの切替は進んでいる。
19年度中に基幹システムの切替を予定しており、今後は更なる情報
の一元管理と有効活用を図っていく
19年2月に金庫集中サーバを導入し、ハンディ端末機の入替を行っ
た。

サーバシステムへの段階的な切替を進めており、
ほぼ予定通りにサーバへの切替は進んでいる。
　19年度中に基幹システムの切替を予定してお
り、今後は更なる情報の一元管理と有効活用を
図っていく

（５）ＩＴの戦略的活用
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

○市場リスクや収益性確保への
対応として、市場リスク管理態勢
等の強化に向けた取組み

・従来通りのサポート体制に加え、
信金中央金庫の新たな取組みに
対して積極的に取組みを展開して
いく。
・中小企業金融の多様化に対応
するため、新形態融資取引や事
業再生の手法等の情報・ノウハウ
の提供を受け、検討を加えてい
く。
・17年10月より開始の投資信託窓
口販売に際しては、研修を始めと
して、全面的なサポート支援を受
ける。
・中小企業信用リスクデータベー
ス（ＳＤＢ）の運用についても、信
用リスク管理の高度化のためにそ
の活用を拡充していく。

・投信窓販におけるサポートとし
て、具体的なロールプレイングを中
心とした販売指導研修を受ける。
・ＳＤＢについては、17年12月に個
人事業主データベースが稼動とな
る予定であり、その後活用スキーム
を構築していく。
・毎期の「経営効率分析」および
「ポートフォリオ分析」により、経営
のモニタリングとして活用する。
・新形態融資取引や事業再生の手
法等の情報・ノウハウの提供を受
け、その取組みについて検討す
る。

・毎期の「経営効率分析」および
「ポートフォリオ分析」により、経
営のモニタリングとして活用す
る。
・新形態融資取引や事業再生の
手法等の情報・ノウハウの提供を
受け、その取組みについて検討
する。

・信金中央金庫によるポートフォリオ分析・経営効率分析を受けたり、
情報交換会・各種研修会に出席している。
・ 新ＢＩＳ規制の説明会を複数回開催したり、中小企業経営改善支援
実務研修・地域振興支援実務研修等の開催もあり、常に有益な情報
提供を得ている。

　これまでも協同組織中央機関である信金中央
金庫とは、業務の補完やガバナンスの向上、地域
の金融システムの安定性確保等を図る観点から、
情報提供によるノウハウの還元や、サポート体制
の活用等、常に有益な連携を行っている。
新ＢＩＳ規制の情報提供を受けたり、市場分析を
依頼する他、新商品開発時には留意点他につい
ての相談を行ったりしており、今後も引き続き様々
な面での情報交換を行い、連携を深めていきた
い。

○地域貢献に関する情報開示 ・現在実施している地域貢献活動
が、地域社会にどのように評価さ
れているかをアンケート調査する。
・上記の評価結果や他金融機関
の事例を参考として、より効果的
な地域貢献活動の取組みを検討
する。
・信用金庫の本業を通じて、会
員・取引先のみならず地域住民全
体に対する利便性向上に資する
ような施策の検討、制定に努める
（ＣＳＲ関連の新商品の開発、取
引チャネルの拡大、情報提供、相
談機能の充実等）。
・当金庫の取組方針や施策およ
び本業を通じての地域貢献が、会
員や地域住民に対して充分伝達
できるように、ディスクロージャー
誌やホームページを通じて積極
的な情報開示を実施する。
・開示内容については、毎期見直
すこととし、特に①地域の中小企
業者に対しどのような資金供給が
なされているか、②地域の預金者
をはじめとする利用者に対して、
自らの預金などが地域のためにど
のように活かされているか、等の
項目を含めた地域貢献の状況の
開示を充実していく。

・17年7月13日、ミニ・ディスクロー
ジャー誌発刊。
・17年7月27日、ディスクロージャー
誌発刊。
・17年10月～12月、地域の利用者
の満足度アンケート調査
・17年11月、中間期・地域貢献ディ
スクロージャー誌発刊。
・ホームページには決算期の都度
更新を行い、最新の情報開示を行
う。

・18年7月、ディスクロージャー誌
およびミニ・ディスクロージャー誌
発刊。
・18年11月、中間期・地域貢献
ディスクロージャー誌発刊。

・ 17年度　顧客配布用の「平成16年度（17年3月期）決算速報」調製・
ミニ・ディスクロージャー誌10,000部発刊・平成16年度版のディスク
ロージャー誌2,000部発刊。
・ 桜井市内一斉清掃活動が新聞に掲載されたり、子育て応援預金
「ＡＮＧＥＬ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ」がＮＨＫの全国放送にて放映される等、
マスコミ媒体による情報開示がなされた。（「ＡＮＧＥＬ　ＰＬＵＳ　ＯＮ
Ｅ」の実績については、定期預金が413口、326百万円、定期積金が
92口、契約高124百万円、ローン1件、1百万円となっている。）
・ 平成17年11月「利用者満足度向上に向けたアンケート調査」を実
施し、広く会員・顧客の意見や要望を集め、集約・分析を実施した。
・18年度「２００５中間期ディスクロージャー誌」7,000部発刊・平成17年
度版のディスクロージャー誌2,000部発刊・「２００６中間期ディスクロー
ジャー誌」の発刊
・「大和川生活排水対策社会実験」に参加し、その取組みについて
18.3.18「県“暮らし”と“環境”フェスティバル」でのパネルディスカッ
ションに出席した。
・ 平成18年7月から9月にかけて取り扱った「大和川定期預金」につい
ては、その商品性が注目を集め、新聞各紙やテレビ･ラジオでも紹介
された。
・ 19.2.22フジサンケイグループ主催の「地球環境大賞＜フジサンケ
イビジネスアイ賞＞」受賞。各営業店に掲載新聞を掲示。
19.3.23三重県主催の「日本環境経営大賞＜環境プロジェクト賞＞」
受賞、ニュースリリースを行い、19.3.30奈良新聞に掲載される。

　16年12月に設置した「ＣＳＲ検討委員会」（18年
7月にＣＳＲ委員会へ改組）において検討を進め
た実施項目の内、桜井市内一斉の清掃活動等の
地域貢献活動の様子をディスクロージャー誌へ
掲載する等、計画通りに進捗している。
特に、18年7月から取扱いを行った「大和川定期
預金」については、その商品性が注目を集め、新
聞各紙やテレビ･ラジオでも紹介された上に、地
球環境大賞及び日本環境経営大賞を受賞し、新
聞各紙や雑誌等にも大きく採り上げられた。その
中でも地球環境大賞については、日本で最も権
威と格式のある環境部門の賞であり、名立たる一
流企業と共に当金庫が表彰されたことは、非常に
栄誉なことであった。
今後の地域貢献に関する情報開示にも大いに活
用したいと思う。

（６）協同組織中央機関の機能

（１）地域貢献等に関する情報
３．地域の利用者の利便性向上
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具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

○充実した分かりやすい情報開
示の推進

・今後も左記の通り、定期的なディ
スクロージャーを行うことと、さらな
るスピードアップを図っていく。
・また、各決算・仮決算期における
経営内容の速報や応酬話法の充
実を図る。
・金庫としてのＣＳＲ活動もより充
実させ、地域貢献活動としての情
報開示を行う。
・17年下期に地域の利用者の満
足度アンケート調査を実施し、顧
客の声を反映させることにより、開
示内容の充実を図る。

・17年7月13日、ミニ・ディスクロー
ジャー誌発刊。
・17年7月27日、ディスクロージャー
誌発刊。
・17年10月～12月、地域の利用者
の満足度アンケート調査
・17年11月、中間期・地域貢献ディ
スクロージャー誌発刊。
・ホームページには決算期の都度
更新を行い、最新の情報開示を行
う。

・18年7月、ディスクロージャー誌
およびミニ・ディスクロージャー誌
発刊。
・18年11月、中間期・地域貢献
ディスクロージャー誌発刊。

・ 17年度　顧客配布用の「平成16年度（17年3月期）決算速報」調製
ほか、ミニディスクロージャー誌・平成16年度版のディスクロージャー
誌・「２００５中間期ディスクロージャー誌」の発刊を行い、決算内容お
よび地域貢献活動について、随時ホームページにて公表を行う。ま
た、「2006中間期ディスクロージャー誌」の発刊時には“経営内容に
関する応酬話法”も作成し、営業店における分かりやすい説明を心掛
けた。18年度も同様に実施した。
・ 総代会開催に伴い、会員向けの「業務報告書」を作成したが、17年
度より従来より大きさを倍とし、カラー刷りでみやすくし、特に地域貢
献に関する開示項目を増やした。
・ 18.6.20ホームページ上に「利用者満足度向上に向けたアンケート
調査の結果およびお客さまのご意見に基づく改善項目について」を
掲載するとともに、本ディスクロージャー誌には利用者の満足度アン
ケート調査の結果と改善項目を掲載した。

　充実した分かりやすい情報開示として、平成17
年度にはディスクロージャー誌発刊以前の早期
開示に対応するために「決算速報」として顧客配
布用のリーフレットを作成した。
　また、中間期ディスクロージャー発刊に際して
は、“経営内容に関する応酬話法”を調製し、分
かりやすい統一話法が行えるよう心掛けた。
　今後も早期の情報開示と開示項目の充実を
図っていくこととする。

○地域の特性等をも踏まえた利
用者満足度アンケート調査等の
実施およびその結果の経営方針
への反映

利用者満足度アンケートについて
は、16年12月に設置した「ＣＳＲ検
討委員会」において、地域顧客は
企業の社会的責任をどのように捉
えているのか、どのような社会貢
献活動を望んでいるのか、などの
声を収集した上で、当金庫のＣＳ
Ｒ活動に反映させるべきではない
かとの考えから、地域の利用者の
満足度アンケート調査と併せてＣ
ＳＲ活動へのアンケートを包含した
形でのアンケート調査を実施する
こととする。
その結果、利用者の声を踏まえて
業務の改善を行うことや、マーケ
ティングの一環として利用者の
ニーズを掘り起こし、特色ある金
融商品やサービスを開発してい
く。

・ＣＳＲ活動に対する利用者アン
ケート項目の抽出準備
・利用者満足度アンケート調査の
実施および結果分析
・アンケート結果を踏まえての業務
改善および商品開発

・アンケート結果とそれを踏まえ
ての業務改善事例の公表
・利用者満足度アンケート調査
の実施および結果分析
・アンケート結果を踏まえての業
務改善および商品開発

・ 17.8.10付金融庁監督局からの「利用者の満足度を重視した金融機
関経営の確立について（要請）」を受け、17.8.19全国信用金庫協会
から「利用者満足度の向上に向けた取組みについて（考え方）」が発
出される。
・17.11.2「利用者満足度の向上に向けたアンケート調査（ＣＳ調査）実
施について」発牒し、11月中にてアンケートの実施を行う。（配布数
1,600、回収944、回収率59％）
・アンケート結果の集計･分析を行い、意見･要望を取り纏め、経営改
善項目を検討する。
・18.3.24　通牒「利用者満足度の向上に向けたアンケート調査（ＣＳ
調査）の集計結果について」を発牒し、金庫内での集計結果及び意
見・要望事項の共有を図った。
・18.6.20アンケート調査の結果及び改善項目について、ホームペー
ジ上にて公表する。
・18.10.17「やましんＣＳＲ活動表彰制度」を創設、　平成18年度の表
彰として、応募総数４組の中から、ＣＳＲ個人賞に２組を選出する。
・19.2.5～19.2.23「利用者満足度の向上に向けたアンケート調査」を
実施、配布数1,600、回収883、回収率55.2％）

　19年2月実施のアンケート項目においては、商
品・サービスに対する評価のみならず、ＣＳＲ活動
に対する利用者の声を集めるという観点から、当
金庫の地域貢献活動に対する評価と、「大和川
定期預金」に対しての評価や今後期待する地域
貢献活動についての選択項目を設けた。
　今回のアンケート調査については、19年4月に
集計・分析を行った。19年6月には18年度の改善
項目の公表を行う予定としている。
　重要なことは如何に利用者の声を反映するかで
あり、今後も引き続きアンケート調査を実施し、利
用者の声を真摯に受け止めて改善策を検討した
い。

○地域におけるＰＦＩへの取組み
支援やまち再生施策にかかる支
援等の地域再生推進に向けた各
種施策との連携、その他地域活
性化に向けた地域と一体となった
取組みの推進

行政との連携や、政府系金融機
関、中小企業支援センターさらに
奈良県中小企業再生支援協議会
等との連携強化により、具体的な
取組みを進めていく。

地域再生推進のための各種施策と
の連携のための情報収集を行う。

左記情報収集を行う中で、具体
的なスキーム構築となれば検討
を加え、積極的に連携を行う。

・「日本政策投資銀行の新たな取組み」に関する説明会出席
・日本政策投資銀行による「ベンチャー企業向け融資」に関する説明
会出席
・任意団体「コラボ産学官」から担当者を招き、奈良県下三信金担当
者向けの説明会を開催する。
・近畿経済産業局とのネットワークを構築すべく、説明会への出席と
金庫来庫による打ち合わせを行う。
・全国信用金庫協会主催の「長期実践型インターシップを活用した地
域活性化策」の説明会出席
・信金中央金庫主催の「地域振興支援実務研修」参加
・近畿経済産業局主催の「地域中小企業応援ファンド説明会」に出席

　各種説明会については積極的に参加したもの
の、具体的な
取組みは行えていない。今後は情報収集だけで
なく、具体的な取組みを検討していかなくてはな
らないと認識している。

（２）地域の利用者の満足度を

（３）地域再生推進のための各

11 （大和信用金庫）



具体的な取組み
１７年度 １８年度

19年3月までの進捗状況に対する
分析・評価及び今後の課題

17年4月～19年3月の進捗状況
項　　　　　目 スケジュール

○実施する施策の進捗状況の半
期毎の公表（取組みの特色、成
果を示し、地域の利用者により分
かりやすく）

・ディスクロージャー誌・ミニ・ディ
スクロージャー誌については年1
回、７月に発刊する。
・中間期・地域貢献ディスクロー
ジャー誌については、年1回11月
に発刊する。
・インターネットのホームページに
ついては、半期毎の「地域密着型
金融推進計画」進捗状況の報告
後に、随時掲載していく。

・17年7月13日、ミニ・ディスクロー
ジャー誌発刊。
・17年7月27日、ディスクロージャー
誌発刊。
・17年10月～12月、地域の利用者
の満足度アンケート調査
・17年11月、中間期・地域貢献ディ
スクロージャー誌発刊。
・ホームページには決算期の都度
更新を行い、最新の情報開示を行
う。

・18年7月、ディスクロージャー誌
およびミニ・ディスクロージャー誌
発刊。
・18年11月、中間期・地域貢献
ディスクロージャー誌発刊。

・ 17.7.13、ミニ・ディスクロージャー誌10,000部発刊。
・ 17.7.27、平成16年度版のディスクロージャー誌2,000部発刊。
・ 17.8.31、「地域密着型金融の機能強化計画の推進に関するアク
ションプログラム（平成17年～18年度）」をホームページ上に公表。
・17.12.12「２００５中間期ディスクロージャー誌」7,000部発刊
・ 18.5.26「地域密着型金融の機能強化計画の推進に関するアクショ
ンプログラム（平成17年～18年度）」の平成18年3月期までの進捗状
況をホームページ上で公表する。
・ 18.6.19、ミニ・ディスクロージャー誌10,000部発刊
・ 18.7.3、平成17年度版のディスクロージャー誌2,000部発刊。
・18.12.1「2006中間期ディスクロージャー誌」の発刊を行うと共に“経
営内容に関する応酬話法”も作成し、営業店における分かりやすい説
明を心掛けた。

　「地域密着型金融推進計画」進捗状況の公表
及びディスクロージャー誌、ミニ・ディスクロー
ジャー誌、中間期ディスクロージャー誌の発刊に
ついては、計画通り進捗しており、今後も早期の
情報開示と開示項目の充実を図っていく。

４．進捗状況の公表
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